
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◆「働き方改革実行計画」に基づき検討 

厚生労働省は先月 21 日、「勤務間インターバル制

度普及促進のための有識者検討会」の報告書を公表

しました。この検討会は、平成 29年５月から平成 30

年 12 月までに５回にわたり開催され、勤務間インタ

ーバル制度の導入メリットや課題、普及に向けた取

組みなどについて検討されてきたものです。 

 

◆導入の意義と導入に向けた課題・プロセス・事例

を紹介 

報告書ではポイントとして、①「勤務間インター

バル制度」は、労働者の生活時間や睡眠時間を確保

し、健康な生活を送るために重要な制度であるこ

と、②制度の普及に向けた課題として、制度の認知

度が低いことや中小企業等が導入する際の手順が分

からないことが挙げられること、③普及促進に向け

て、検討会報告書の別添の「勤務間インターバル制

度導入に向けたポイント」や導入事例集の周知、助

成金による支援を進めていくことが重要であること

――を示し、以下のような点についてまとめていま

す。 

《導入によるメリット》 

①健康維持に向けた睡眠時間の確保につながる 

②生活時間の確保によりワークライフバランスの実

現に資する 

③魅力ある職場づくりにより人材確保・定着につな

がる 

④企業の利益率や生産性を高める可能性が考えられ

る 

《普及に向けた課題》 

①制度の認知度が低い  ②制度導入の手順がわか

らない 

③就業規則の整備等に係る経費負担  ④突発的な

業務が発生した際の代替要員の確保 

《普及に向けた取組み》 

①導入事例集を活用し、行政機関、地域の関係団体

等と連携して制度の周知を行う 

②制度導入の手順をまとめた「導入に向けポイン

ト」を参考に、さらなる導入促進を図る 

③助成金による導入支援、労務管理の専門家による

相談支援を実施する 

④関係省庁が連携を図りながら、取引環境の改善に

向けた取組みを一層推進する 

報告書ではこのほか、制度導入までのプロセスを

示すとともに、導入に当たって参考となるよう、20

の導入企業例を掲載しています。 

 

◆2020 年までに導入企業 10％へ 

政府は、制度の導入の予定も検討もしていない企

業が 89.1％にのぼり（平成 30年就労条件総合調

査）、その理由として「当該制度を知らなかったた

め」が 29.9％となっていることから、認知度の向上

に向けた取組みを推進し、2018 年１月１日現在で

1.8％にとどまっている導入企業の割合を、2020 年ま

でに 10％以上とする目標を掲げています。 

 

【厚生労働省「勤務間インターバル制度普及促進の

ための有識者検討会」報告書(PDF)】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/0004620

16.pdf 
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内閣府から、平成 30 年度卒業・修了予定の大学生

および大学院生を対象にした調査「学生の就職・採用

活動開始時期等に関する調査（平成 30 年度）」の結果

が出されました。今回は、その中のインターンシップ

について、取り上げます。 
 
◆「インターンシップ」とは？ 

学生が夏休みなどを利用し、企業や官公庁、非営利

団体などに行って一定期間就業体験し、実際にどのよ

うな仕事をしているのだろう、会社の雰囲気はどんな

感じか、といった経験を積むことのできる制度です。 
インターンシップについては、参加したことがある

者の割合が年々増加している実態が明らかとなって

います。下記、調査結果をご紹介します。 
 
◆インターンシップ参加経験の有無 

2019 年度は７割以上がインターンシップに参加し

たことがあると回答（複数回参加 50.7％、１回参加

22.5％）しており、2015 年度（複数回参加 25.5％、１

回参加 25.6％）以降、増加していることがわかりまし

た。 
 
◆インターンシップ参加時期 

インターンシップ参加の時期は、大学３年生・大学

院１年生の「１月～３月」の参加割合が最も高く、次

いで大学３年生・大学院１年生の「７月～９月」、大学

３年生・大学院１年生の「10 月～12 月」の割合が高

くなっていることがわかりました。大学１年生、２年

生、４年生、大学院２年生の参加率にくらべ、圧倒的

に高い状況でした。 
インターンシップは1日から数カ月間に及ぶものま

で様々で、内容も多様化しているようで、就業体験を

伴わないものもあります。 
 
◆１日間のインターンシップの参加状況 

インターンシップに１回のみ参加したことがある

場合で参加日数が「１日」であった割合は約５割に上

っています（2015 年度以降この回答割合は増加）。イ

ンターンシップに複数回参加したことがある場合で

１日間のインターンシップに参加したことがある割

合は９割以上でした（上記と同様に 2015 年度以降増

加）。 
インターンシップへのすべての参加回数のうち、１

日間のインターンシップへの参加回数が占める割合

を集計すると、約７割が１日間のインターンシップで

あったこともわかりました。 

 
◆１日間のインターンシップの就業体験等との関係

性 
参加した１日間のインターンシップのなかで、就業

体験等を伴っていなかったものの割合を集計すると、

約４割が就業体験を伴わないものであったことがわ

かりました（2017 年度と同程度）。 
 
 

 
1 日 
○ 贈与税の申告受付開始＜３月１５日まで＞［税務

署］ 
12 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始している場合＞ 
［労働基準監督署］ 

18 日 
○ 所得税の確定申告受付開始＜３月１５日まで＞

［税務署］ 
※なお、還付申告については２月１５日以前でも

受付可能。 
28 日 
○ じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働基準監

督署］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 
○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞［郵便

局または銀行］ 
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 
～当事務所よりひと言～ 

いつもお世話になり、誠にありがとうございます。 
 
今年は、インフルエンザが大変流行しており、１週

あたりの推定患者数が過去最高になったそうです。 
うがい・手洗い・マスク装着などできることを心掛

けて予防しましょう（少し風邪気味です）。 

インターンシップに参加する学生が増加

しています！ 

2 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


